
 

 

記 者 会 見 資 料 １ 

令和４年１月６日 

新型コロナウイルス感染症の予防接種 

追加接種（３回目接種）事業概要 

 

１ 新型コロナワクチン追加接種の前倒し 

国や県の方針を踏まえ、２回目接種を完了した人のうち、原則８カ月以上経

過した方を対象に、３回目となる追加接種を実施します。 

１月からは、高齢者施設等の重症化リスクの高い集団（高齢者施設等の入所

者及び従事者など）を優先対象として、８カ月の経過を待たずに接種します。 

さらに、その他高齢者は２月以降、１カ月前倒し順次接種を進めます。 

 

 

  



 

 

記 者 会 見 資 料 １ 

令和４年１月６日 

２ 追加接種には意向調査の回答が必要 

令和３年 11 月 24 日より、対象者に対し順次接種券並びに接種意向調査を

送付しています。 

  接種の有無に関わらず、必ず意向調査の回答をしてください。 

  接種を希望される人で、調査への回答がない場合、適切な時期に接種ができ

ないことがありますのでご注意ください。 

 

流れ タイミング 

 

２回目接種完了から８カ月

を迎える２カ月前 

 

回答期限は、意向調査が届い

てから約２週間 

 

接種日の３週間前 

 
 

 

担当｜健康福祉部新型コロナウイルス対策課 

   電話 024-572-6456 


